
「世界とつながる島根づくり助成金」令和 4年度の改正内容について 

１．交付要綱 

(1) 交付対象事業（第3条）  

海外において行う事業を交付対象外とする  

(2) 助成金（第7条）  

各事業の助成率の引き上げ  

2分の1以内⇒3分の2以内  

・地域の多文化共生の推進に寄与する事業  

・県民の国際理解、友好親善を促進する国際交流事業及び  

国際協力事業  

・その他理事長が特に認める事業  

3分の2以内⇒4分の3以内  

・日本語教育事業  

（日本語教室運営、教材作成、日本語指導者育成）  

２．助成対象経費（第8条別表）  

(1) 小・中・高校生の海外渡航費を削除   

(2) 宿泊施設単価の引き上げ  5,000円 /泊  →  8,000円 /泊  

 

（参考）交付要綱新旧対照表  

条項 変更前 変更後 理由 

第３条 

 

交付の対象となる事業は、

島根県又は海外において

行う多文化共生、国際交

流、国際協等に関する次の

事業とする。 

交付の対象となる事業は、 

島根県において行う多文化

共生、国際交流、国際協等に

関する次の事業とする。 

県内での活動

を重点的に支

援するため 

第７条 

第１項 

1号 

助成対象経費の２分の１

以内で上限２０万円 

 

助成対象経費の３分の２ 

以内で上限２０万円 

 

団体の経済的

負担を軽減す

るため 

第７条 

第１項 

2号 

助成対象経費の３分の２

以内で上限２０万円 

 

助成対象経費の４分の３ 

以内で上限２０万円 

 

団体の経済的

負担を軽減す

るため 


